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町
づ
く
り
報
告 

〜
住
民
福
祉
課
か
ら
〜 

 　こ
の
広
報
誌
が
発
行
さ
れ
る
頃
に
は
、

梅
雨
入
り
が
宣
言
さ
れ
、
じ
め
じ
め
し
た

季
節
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
例
年
に
比
べ
、
４
月
、
５
月
と
雨

の
日
が
多
く
、
梅
雨
入
り
す
る
前
か
ら
鬱

陶
し
い
雨
の
季
節
を
憂
鬱
な
思
い
で
過
ご

し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
湿
度
が
高
く
な

り
物
が
腐
り
や
す
く
、
食
中
毒
の
発
生
し

や
す
い
季
節
で
す
。
食
べ
物
の
管
理
に
気

を
付
け
、
手
洗
い
等
を
充
分
行
い
、
健
康

に
こ
の
季
節
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。 

今
回
の
町
づ
く
り
報
告
は
、
住
民
福
祉
課

か
ら
平
成
22
年
度
の
主
な
事
業
と
高
齢
者

福
祉
制
度
の
今
後
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。 

 【
戸
籍
事
務
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
事
業
に
つ
い
て
】 

　
こ
れ
ま
で
戸
籍
は
和
紙
に
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
や
手
書
き
で
記
載
し
、
保
存
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
戸
籍
謄
本
や
抄
本
な
ど

は
手
作
業
で
原
本
を
複
写
し
て
発
行
す
る

な
ど
、
多
く
の
手
間
や
時
間
が
か
か
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成
６
年
の
戸
籍

法
の
改
正
に
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る

管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
早
く

正
確
に
戸
籍
を
作
成
し
、
見
や
す
い
証
明

書
を
発
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。 

　
現
在
、
全
国
の
80
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

市
町
村
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
管
理

が
行
わ
れ
て
お
り
、
直
島
町
に
お
い
て
も

本
年
度
か
ら
作
業
に
着
手
し
、
平
成
23
年

度
中
に
新
し
い
様
式
で
発
行
す
る
予
定
と

し
て
い
ま
す
。 

 【
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
】 

　
本
年
度
か
ら
次
世
代
の
社
会
を
担
う
子

ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、

児
童
手
当
に
変
わ
る
制
度
と
し
て
子
ど
も

手
当
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

　
直
島
町
に
住
民
登
録
か
外
国
人
登
録
を

し
て
い
る
人
で
、
中
学
校
修
了
前
ま
で
（
15 

歳
到
達
後
、
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の

子
ど
も
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
生
計
中

心
者
（
生
計
を
主
に
支
え
て
い
る
人
）
が

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。  

　
児
童
手
当
制
度
で
は
、
小
学
校
修
了
前

の
子
ど
も
が
対
象
で
所
得
制
限
が
あ
り
ま

し
た
が
、
子
ど
も
手
当
制
度
で
は
支
給
対

象
が
中
学
校
修
了
前
ま
で
に
拡
大
し
、
所

得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
手
当
額
は
、
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も

一
人
に
つ
き
月
額
1
3
、
0
0
0
円
で
あ
り
、

支
給
月
は
、
児
童
手
当
同
様
、
６
月
、
10
月
、

２
月
の
３
回
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
平
成
23
年
度
以
降
の
手
当
額
に
つ

い
て
は
、
今
後
国
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る

予
定
で
す
。 
 【

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
つ
い
て
】 

　
昨
年
発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、

町
内
で
も
若
年
層
を
中
心
に
多
く
の
方
に

感
染
が
拡
大
し
ま
し
た
。
ま
た
、
予
防
接

種
で
は
新
型
と
季
節
性
の
２
種
類
の
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
が
あ
っ
た
こ
と
や
接
種
時
期

が
年
齢
な
ど
で
異
な
っ
て
い
た
た
め
混
乱

を
招
き
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
先
般
、
世
界
保
健
機
関
が
今

年
の
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
新
型
の
豚
イ

ン
フ
ル
を
組
み
込
み
１
種
類
に
ま
と
め
る

こ
と
を
推
奨
す
る
と
発
表
し
た
こ
と
に
よ
り
、

昨
年
度
の
よ
う
に
季
節
性
と
新
型
の
２
種

類
の
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
必
要
が
な
く
な
り
、

約
４
千
万
人
に
も
の
ぼ
る
接
種
希
望
者
の

負
担
が
軽
く
な
る
見
込
み
で
す
。  

　
な
お
、
直
島
町
に
お
い
て
は
、
昨
年
に

引
き
続
き
高
校
生
以
下
の
子
ど
も
た
ち
の

接
種
の
無
料
化
を
実
施
し
ま
す
。 
 【

人
権
・
同
和
意
識
調
査
に
つ
い
て
】 

　
本
年
度
、
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る

町
民
の
意
識
を
把
握
し
、
啓
発
事
業
等
の

人
権
施
策
の
一
層
効
果
的
な
推
進
を
図
る

と
と
も
に
、
今
後
本
町
が
取
り
組
む
べ
き

人
権
行
政
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
の

基
礎
資
料
を
得
る
た
め
、「
人
権
・
同
和
問

題
に
関
す
る
意
識
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

町
内
の
５
０
０
世
帯
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー

ト
用
紙
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 【
高
齢
者
福
祉
制
度
の
今
後
に
つ
い
て
】 

　
我
が
国
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
ス
ピ

ー
ド
で
少
子
・
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、

近
い
将
来
３
人
に
１
人
が
高
齢
者
と
い
う

未
曾
有
の
高
齢
社
会
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
ま
す
（
直
島
町
で
は
既
に
高
齢
化
率
は

30
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
）。

こ
れ
に
よ
り
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど
の

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
増
加
し
て

く
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
介
護

を
す
る
人
も
高
齢
に
な
り
、
ま
た
、
共
働

き
世
帯
も
増
え
る
な
ど
、
家
族
だ
け
で
の

介
護
が
難
し
く
な
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
、

新
た
な
高
齢
者
像
を
視
野
に
入
れ
た
サ
ー

ビ
ス
の
構
築
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。 

　
本
町
で
は
、
ハ
ー
ド
面
で
「
町
立
診
療
所
」

の
開
設
に
よ
る
介
護
療
養
医
療
型
サ
ー
ビ

ス
や
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」、「
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
施
設
」
誘
致
に
力
を
い
れ
、

離
島
と
し
て
は
恵
ま
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
在
宅
介
護

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
介
護

保
険
で
は
で
き
な
い
き
め
細
や
か
な
サ
ー

ビ
ス
が
必
要
と
な
り
、
介
護
サ
ポ
ー
タ
ー

に
よ
る
活
動
や
近
隣
高
齢
者
の
見
守
り
や

声
か
け
の
実
施
な
ど
地
域
で
の
取
り
組
み

が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

　
次
に
、
平
成
20
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
当
初
か
ら
制

度
の
見
直
し
を
求
め
ら
れ
る
な
ど
様
々
な

意
見
が
あ
る
な
か
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
昨
年
の
政
権
交
代
に
よ
り
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
廃
止
さ
れ
、

平
成
25
年
４
月
に
新
た
な
医
療
制
度
へ
と

移
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
れ
と
同
時
に
市
町
村
国
保
の
広
域
化

も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
後
期
高
齢
者
を
含

め
た
都
道
府
県
単
位
の
国
保
運
営
が
実
施

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
町
と
し
て
は
、

県
下
最
小
の
保
険
者
と
し
て
高
額
医
療
費

や
保
健
指
導
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

国
保
財
政
の
安
定
と
保
険
料
標
準
化
の
推

進
の
た
め
に
是
非
と
も
県
に
よ
る
国
民
健

康
保
険
の
運
営
が
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん

で
い
ま
す
。 

 

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
も
保
健
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
よ
り
一
層
の
充
実
を
図

る
と
と
も
に
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

６月 ７月 

山

上

英

一

 

住
民
福
祉
課
長 

●

●

直島幼児学園職員の募集 直島町職員の募集 

●

●
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ふれあい通信なおしまだより 

６６月月  ７７月月  

※音楽（4チャンネル）の放送時間は6：30～24：00です。 
※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。 

故障かなっと思ったら
　ボリューム・放送時間帯を確認してください。 
　故障受け付けは、113番へお願いします。 
　移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持参し、手続をしてください。 
　オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課 
892－2222まで、お気軽にお問い合わせください。 

６月１６日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。 
どうぞ、お楽しみください。 

J u n e J u l y

16日（水） 邦楽通信カラオケDAMチャート（新譜・最新ヒット曲） 

17日（木） 邦楽新譜おすすめシングル（新譜・最新ヒット曲） 

18日（金） 邦楽ヒット曲ミックス（新譜・最新ヒット曲） 

21日（月） 邦楽新譜アルバム（新譜・最新ヒット曲） 

22日（火） 歌謡演歌シングルチャート（歌謡演歌） 

23日（水） 歌謡演歌通信カラオケDAMチャート（歌謡演歌） 

24日（木） 歌謡演歌アーティスト特集（歌謡演歌） 

25日（金） 歌謡演歌年代別ヒット曲（歌謡演歌） 

28日（月） 昭和初期～昭和60年代ヒット曲（歌謡演歌） 

29日（火） クラシック新譜アルバム（クラシック） 

30日（水） 作曲家・演奏家特集（クラシック） 

  1日（木） 交響曲、管弦楽曲、協奏曲（クラシック） 

  2日（金） 室内楽曲、器楽曲（クラシック） 

  5日（月） オペラ、声楽曲（クラシック） 

  6日（火） カフェ・ミュージック（リラックスサウンド） 

  7日（水） 洋楽ラヴバラード（リラックスサウンド） 

  8日（木） ハワイアン（リラックスサウンド） 

  9日（金） リラックスミュージック（リラックスサウンド） 

12日（月） 邦楽ラブバラード（リラックスサウンド） 

13日（火） 沖縄民謡（BGM） 

14日（水） J-POPヒット曲インストゥルメンタル・アレンジ（BGM） 

15日（木） 洋楽ナツメロ（BGM） 

●募集期間　６月１０日（木）～６月３０日（水） 
（郵送の場合は、期間内必着とします。郵便事故等
により不着の場合は責任を負いません。） 
●募集人員　保育士１名 
●試 験 日　第１次試験　７月２５日（日） 
●受験資格 
●昭和５５年４月２日から平成３年４月１日までに
生まれた者で、大学又は短期大学程度を卒業した
者及び平成２３年３月３１日までに卒業見込みで
ある者。 
●採用後は、直島町に居住可能な者。 
※幼稚園教諭及び保育士の免許を有する者。 
●申込方法　 
　直島町教育委員会事務局に備え付けの申込書に
より申し込んでください。 
　申込書を郵送で希望の場合は、封筒の表に「採
用試験申込用紙請求」と朱書し、返信用封筒（A4
判のものが入る大きさの封筒（角２号）に切手を
はって、宛先を明記したもの）を必ず同封してく
ださい。 
●お申込み・お問い合わせ先 
〒761-3110　　香川県香川郡直島町1122－1 
直島町教育委員会事務局人事担当　TEL892-2882

直島幼児学園職員の募集直島幼児学園職員の募集 直島幼児学園職員の募集 直島町職員の募集直島町職員の募集 直島町職員の募集 

●募集期間　６月１０日（木）～６月３０日（水） 
（郵送の場合は、期間内必着とします。
郵便事故等により不着の場合は責
任を負いません。） 
 
●募集人員　一般行政事務１名程度 
●試 験 日　第１次試験　７月２５日（日） 
●受験資格 
●昭和５５年４月２日から平成元年４月１日までに
生まれた者で、大学を卒業した者及び平成２３年
３月３１日までに卒業見込みである者。 
●採用後は、直島町に居住可能な者。 
●申込方法　　 
　直島町役場総務課に備え付けの申込書により申
し込んでください。 
　申込書を郵送で希望の場合は、封筒の表に「採
用試験申込用紙請求」と朱書し、返信用封筒（A4
判のものが入る大きさの封筒（角２号）に切手を
はって、宛先を明記したもの）を必ず同封してく
ださい。 
●お申込み・お問い合わせ先 
〒761-3110　　香川県香川郡直島町1122－1 
直島町総務課人事担当　TEL892-2222
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ふ
れ
あ
い
健
康
コ
ラ
ム  

腰椎椎間板ヘルニア 

直島町立（ふれあい）診療所 
医師　高橋　基城 【第37回】 

あなたの思いを絵手紙に あなたの思いを絵手紙に 
　香川県では、『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』をテーマに朝ごはん
を毎日食べる！野菜をもっともっと食べる！運動に取組んでいます。食の大切さ
をＰＲするために食にかかわる題材とメッセージで絵手紙を描いてみませんか？
趣味で描いているあなた、描いたことのないあなたも是非、ぜひ応募してください。 
　皆様から応募いただいた絵手紙は、東讃地域食育ネットワーク会議や東讃保健
福祉事務所などが地域のいろいろな所で展示をさせていただきます。 

　はじめまして、このたび町立ふれあい診療所に赴任いたしました、高橋と申します。専門は整形外科で、

診療所では内科・小児科・外科を含め幅広く診療しております。皆様の健康を守るため頑張りたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

　さて、今回のコラムでは腰椎椎間板ヘルニアについて述べたいと思います。「椎間板ヘルニア」という

名前は非常に有名であり、耳にしたことがある方も多いと思いますが、詳しくはご存じない人が多いこと

でしょう。というのも、「椎間板ヘルニア」は医療界でもしっかりと定義されていない、やや曖昧な概念

だからです。そのため、インターネットや雑誌、一部の整体やカイロプラクティック等で間違った知識・

対応が横行しており、皆様の誤解を招いています。 

　「腰椎」とは腰の骨（背骨）、「椎間板」とはその骨と骨の間にある軟骨組織、「ヘルニア」とは飛び

出す・脱出する、という意味であり、「腰椎椎間板ヘルニア」とは「腰の骨と骨の間にある軟骨が飛び出

した状態」です。その「飛び出した軟骨」が神経を圧迫し、太ももやふくらはぎへの痛みを引き起こします。 

　では、どのような方々が腰椎椎間板ヘルニアになりやすいでしょうか。統計では、20～40歳代で、男性

に多く、また、喫煙者や車の運転手に多いと言われています。一般に、腰を丸めて重い物を持ち上げる動

作が最も腰椎椎間板に負担をかけると言われており、重い物を持ち上げる時には膝を曲げ、背すじを伸ば

して持ち上げるようにすることが、腰椎椎間板ヘルニアを予防する第一歩です。 

　腰椎椎間板ヘルニアによる痛みが出現した場合、多くは内服薬や牽引、神経ブロック注射などで軽快し

ますが、非常に痛みが強い場合や神経麻痺・筋力低下がある場合、早期社会復帰を望む（芸能人やスポー

ツ選手は特に）場合などは手術の適応となります。手術方法は近年進化してきており、病状によっては内

視鏡を用いて身体への負担を減らした手術を行っている施設もあります。 

　さて、ここまで読まれた方は、「飛び出した椎間板が痛みの原因なら、その椎間板を元通りに戻すとヘ

ルニアが治るのでは？」と思われるかもしれません。その考えは正解で、椎間板が元通りに戻れば腰椎椎

間板ヘルニアは完治するのですが、実際には、一度飛び出した椎間板は基本的に元通りにはなりません。

椎間板は非常に血の巡りが少なく、一度損傷されると治りが非常に悪いからです。ただ、飛び出した椎間

板は一部が自然に吸収されたり、飛び出てはいるものの痛みを引き起こさなくなったりすることが多いため、

ほとんどの方は、手術をして飛び出た椎間板を切り取らなくても、痛みが軽くなります。つまり、「飛び

出した椎間板を元に戻す」のではなく、「痛みを引き起こす椎間板ヘルニアを、痛みを引き起こさない状

態に」してやれば良いわけです。 

　「痛みを引き起こさない腰椎椎間板ヘルニア」につ

いて正確な統計は出ていませんが、おそらく3割程度

の方は知らず知らずのうちに持っていると考えられて

います。「ヘルニア」と聞くと痛い病気・怖い病気と

考える方が多くいらっしゃるかと思いますが、実際に

は非常にありふれた病気であり、正しく理解して正し

く対処すれば（痛い時は痛いですが）、必要以上に恐

れるものではないと考えています。 
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「朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子」 

あなたの思いを絵手紙に あなたの思いを絵手紙に 
　香川県では、『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子　香川県では、『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』をテーマに朝ごはん』をテーマに朝ごはん
を毎日食べる！野菜をもっともっと食べる！運動に取組んを毎日食べる！野菜をもっともっと食べる！運動に取組んでいます。食の大切さでいます。食の大切さ
をＰＲするために食にかかわる題材とメッセージで絵手紙をＰＲするために食にかかわる題材とメッセージで絵手紙を描いてみませんか？を描いてみませんか？
趣味で描いているあなた、描いたことのないあなたも是非趣味で描いているあなた、描いたことのないあなたも是非、ぜひ応募してくださ、ぜひ応募してください。 
　皆様から応募いただいた絵手紙は、東讃地域食育ネット　皆様から応募いただいた絵手紙は、東讃地域食育ネットワーク会議や東讃保健ワーク会議や東讃保健
福祉事務所などが地域のいろいろな所で展示をさせていた福祉事務所などが地域のいろいろな所で展示をさせていただきます。だきます。 

　香川県では、『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』をテーマに朝ごはん
を毎日食べる！野菜をもっともっと食べる！運動に取組んでいます。食の大切さ
をＰＲするために食にかかわる題材とメッセージで絵手紙を描いてみませんか？
趣味で描いているあなた、描いたことのないあなたも是非、ぜひ応募してください。 
　皆様から応募いただいた絵手紙は、東讃地域食育ネットワーク会議や東讃保健
福祉事務所などが地域のいろいろな所で展示をさせていただきます。 

テーマは『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』です。 
題材は食にかかわるもので、必ず絵とメッセージを描いてください。 
食育の推進と普及啓発を目的とし、イベントや地域のいろいろな場所で展示します。 
 
さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町にお住まいの方、またはお勤めの方 
 
平成22年6月1日～平成22年6月30日 
 
はがきの大きさ（148mm×100mm×はがき程度の厚さ）の紙に絵手紙（絵と文）、
別紙応募用紙に必要事項を記入の上、作品の裏面に貼り付けて下記までご応募ください。 
（絵と文は絵の具・クレヨン等何でもＯＫです） 
　　　　　　　 
絵手紙と氏名（ふりがな）、住所または学校名等、年齢（学年）、 
絵手紙（はがき）を送りたい相手 
 
応募作品は返却いたしません。また、作品の著作権は全て香川県に帰属します。 
作品は展示のほか、ホームページに掲載したりポスター等に利用させて頂きます。 

みんなで食の大切さをＰＲして『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』を増やしましょう！！！ 

応　募　要　項 

●募集内容 
 
 
 
●募集対象 
 
●募集期間 
 
●応募方法　　　　　　　 
 
 
 
●応募内容　 
 
 
●そ の 他　　 
 

東讃地域食育ネットワーク会議事務局 
香川県東讃保健福祉事務所　健康福祉総務課　健康づくり担当 

〒７６９－２４０１　さぬき市津田町津田930番地2 
TEL:０８７９－２９－８２５１ 

お問い合わせ 

絵手紙募集 

 

ふりがな ご住所又は学校名 

絵手紙を送りたい相手 

年齢 
又は 
学年 お名前 

＊作品の裏面に貼り付けるか、作品に添えてご応募ください。個人情報は目的以外に使用することはありません。 

第４回『朝ごはん大好き！野菜大好き！讃岐っ子』 
絵 手 紙　応 募 用 紙 
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1

　直島町では、下水道整備事業の困難な区域又は箇所において、下水道整備事業に代わる生活排水対策としてト
イレ、台所、風呂、洗濯機などの家庭から出る生活雑排水を処理する「合併処理浄化槽」の設置に対して補助を行
っています。 
　また、「合併処理浄化槽」の設置に際し、既存の「単独処理浄化槽」を撤去あるいは雨水貯水槽に転換して利用
する場合にも補助が受けられます。 
　平成16年度から開始されているこの補助制度は、平成25年度までの10年間に限られています。 

◆平成22年度補助予定基数 
　●合併処理浄化槽の設置　５人槽　３基／ ７人槽　２基 
　●単独処理浄化槽撤去費　　　　　２基 

◆補助対象要件 
　下水道整備事業が困難な区域又は箇所の個人又は法人が対象で、次のいずれの条件も満たす場合に限ります。 
　●　●50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合 
　●　●浄化槽法に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法に基づく確認を受けて合併処理浄化槽を設置する場合 
　●　●補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することが出来る場合 
　●　●建物を借りている場合には、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られる場合 

◆補助額　 
 
 
 
 
 

◆補助事業の申請 
　平成23年3月31日までに設置工事が完了する見込みの場合は、「直島町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」
に定めた交付申請を平成23年1月11日までに提出して下さい。 
（注）予算の範囲内での補助事業となり、本年度に予定している基数を超える申請があった場合は、次年度になる
場合もあります。 

役場のノーネクタイ・ノー上着運動について 接続しましょう！下水道に 

合併処理浄化槽の設置補助の申請はお早めに 

　夏は電気の使用量が１年で最も多くなるなど、エネ
ルギー需要が増大する季節であることから、役場では
６月１日から９月３０日までの４ヶ月間、ノーネクタイ・
ノー上着運動を実施し、適切な冷房温度を設定するこ
とにより、身近なところでできる省エネルギー対策を
実施して、環境への負荷を減らしたいと考えています。 
　町民の皆様には、ご理解とご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。 

お問い合わせ 

町役場総務課 1

下水道に関するお問い合せ先 

役場環境水道課 1

男女共同参画週間 

　男性と女性が、学校・職場・地域・家庭の、それぞれで
個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現
のためには、みなさん一人ひとりの取り組みが必要です。 
　私たち周りの男女のパートナーシップについて、こ
の機会に考えてみましょう。 

～ 話そう、働こう、育てよう。いっしょに。 ～ 
６月２３日から２９日までは「男女共同参画週間」です。 

　下水道は、川や海などの自然環境を守り、悪臭やハエ、
カなどの害虫のいない衛生的で、快適な美しい町づく
りを進める役割を担っています。そのためには、町民の
皆様方に汚水（し尿や生活雑排水）を公共下水道に流
すための排水設備工事（宅内で台所、風呂、トイレ、洗濯
の水を公共下水道に流させる配水管やますなどの設
置工事で、その費用は個人負担となります。）をしてい
ただかなければその機能を果たせません。 
　現在、合併浄化槽対象地区を除き町内の全地区で下
水道が接続できます。（詳しくは役場環境水道課へご確
認ください。） 
　なお、まだ公共下水道への接続がお済みでない家庭（汲
み取りの便所や単独浄化槽設置の家庭等）では一日も
早く排水設備工事を実施されますようお願いします。 
　※下水道が使えるように
なったらすみやかに下水道
へ接続することが下水道法
という法律で決まっていま
す（下水道法10条） 

2010.6
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合併処理浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽撤去等 
限度額200,000円 
※事務所・工場等にも補助制度があります。補助金額は左記の
金額ではありませんのでご注意下さい。 

合併処理浄化槽の設置（専用住宅等） 
人槽区分 限  度  額 限  度  額 人槽区分 

5 　人　槽 
6 ～ 7 人槽 
8～10人槽 

11～20人槽 
21～30人槽 
31～50人槽 

591,000円 
958,000円 

1,533,000円 

1,625,000円 
2,600,000円 
4,160,000円 



お問い合わせ 

役場総務課 1

◎日　時　６月１８日（金） 
　　　　　９：００～１２：００ 

◎場　所　町役場 

◎相談員　堀口　佳章 

　 

※お気軽にご相談ください。 

行政相談 
今月の納期限 

町県民税（普通徴収）・・・・・・・・第1期分 

国民健康保険税・・・・・・・・第1期分 

介護保険料・・・・・・・・・・・・第1期分 

納期限  ６月３０日 

税務課からのお知らせ 

納税には、口座振替が便利です。 

情報 
BOX
情報 
BOX
情報 
BOX

単身者用住宅（マリンパール直島）の入居者募集について 
　直島町では、単身者用住宅（マリンパール直島）の入居者を次のとおり募集します。 
１．募集戸数 ・ 名称　１戸・町営単身者用住宅（マリンパール直島）１０４号 
２．場　　　　　所　直島町２２４９番地６４ 
３．規　　　　　格　鉄骨造２階建、１ＳＤＫ 
４．家　　　　　賃　３０，０００円（月額）　※別途共益費 １，０００円が必要です。 
５．入居資格 
①入居日において満１８歳以上の単身者で、町内に住所を有する者及び住所を有する見込みの者 
②自ら居住する住宅を必要とする者　③原則、連続して２年以上入居する者　④町税等を滞納していない者 
⑤家賃の支払能力のある者　⑥その者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第
７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 
６．受付期間　平成２２年６月７日(月) ～６月１８日(金) 
　　　　　　 ※午前８時１５分から午後５時まで(土・日は受付できません。) 
７．受付方法 
必要書類（入居許可申請書※１、「単身者用住宅の留意事項について」※１、住民票※２、平成２１年分所得証明書※３、納
税証明書※３）をそろえて役場建設経済課窓口へ申込者が直接持参してください。 
※１役場建設経済課・※２住民福祉課・※３税務課　でそれぞれ取得できます。 
８．資格審査等 
申込受付後、資格審査を行い、入居資格該当者には抽選会及び入居説明会の日時、場所を記載した文書を送付し
ます。また、入居資格に該当されなかった方にも文書で通知します。 
９．抽選会及び入居説明会　平成２２年６月２２日（火）午後４時～　役場２階大会議室 
入居資格該当者になられた方は、必ず時間厳守で抽選会に出席してください。なお、当選された方には、その後、
引き続き入居説明を行います。（代理人でも可） 
１０．入居指定日　平成２２年７月１日（木）　 

●
●

　●
　●
　●
　●

地中美術館と李禹煥美術館パスポートの利用について（お願い） 
　今回も、直島町民の方を対象とした「地中美術館・李禹煥美術館 直島町民パスポート」を、財団法人 直島福武
美術館財団のご厚意により町役場へ置くことになりました。 
　このパスポートは、両美術館を見学する際に提示すれば、鑑賞料金が無料となるものです。貸出を希望される
方は、役場総務課にて手続きをしてください。なお、パスポートの枚数に限りがあることや、一人でも多くの町民
の方に見ていただくために、下記のとおり、貸出時間や人数を制限しています。 

○パスポートの貸出時間は３時間以内に制限します。 
○人数制限は１グループ５名まで、町内の方を代表者とし、同行される方はプライベートでお付き合いのある方
に限定します。（例：親、兄弟、親戚、親しい友人など） 
※お店や民宿などのお客さまや観光客等のご利用はご遠慮ください。 
　不正な利用がありますと、正しい利用を希望される町民の方の妨げになります。 

※貸出・返却手続きは、必ず代表者（直島町民）が行ってください。　※又貸しはご遠慮ください。 

　以上の決まりを遵守し、正しく利用していただきますようお願いします。　なお、李禹煥美術館の一般公開（６月１５日）
に先立ち、直島町民内覧会が６月１３日（日）に開催されます。詳しくは事前に配布される新聞折り込みをご覧ください。 

リ  ウファン 

 

リ ウファン 

お問い合わせ 

役場建設経済課 1
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幼小中合同運動会幼小中合同運動会・第１７回直島町民体育祭回直島町民体育祭 幼小中合同運動会幼小中合同運動会・第１７回直島町民体育祭回直島町民体育祭 幼小中合同運動会・第１７回直島町民体育祭 
Ｙｅｓ ｗｅ ｃａｎ ！　～　～みんなの心を1つにして～ Ｙｅｓ ｗｅ ｃａｎ ！　～　～みんなの心を1つにして～ Ｙｅｓ ｗｅ ｃａｎ ！　～みんなの心を1つにして～ 

（イエス 　ウィー　キャン） 

　５月２９日（土）、町民グランドで幼小中合同運動会・

第１７回直島町民体育祭が盛大に開催されました。 

　当日は、天候に恵まれさわやかな運動会日和となり、

子どもたちのがんばりとた

くさんの地域の皆さんの参

加により運動会はすごく盛

り上がっていました。 

2010.6
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平成２２年度 
直島町みどり推進事業 

平成２２年度 
直島町みどり推進事業 



幼小中合同運動会・第１７回直島町民体育祭 幼小中合同運動会・第１７回直島町民体育祭 
Ｙｅｓ ｗｅ ｃａｎ ！　～みんなの心を1つにして～ Ｙｅｓ ｗｅ ｃａｎ ！　～みんなの心を1つにして～ 

　５月９日（日）、「平成22年度直島町みどり推進事業」
を実施し、町内440名、町外（県職員）22名の合計462
名で、ツツジ・オオシマザクラ・ヤマモモ1,600本を補植し、約4,000本分の追肥を行いました。 
　当日はお天気にも恵まれ、ケガも無く、参加していただいた皆様のご協力のおかげをもちまして無事終了すること
ができました。誠にありがとうございました。 

9

平成平成２２２２年度年度  
直島町直島町みみどどりり推進事業推進事業  

平成平成２２２２年度年度  
直島町直島町みみどどりり推進事業推進事業  

平成２２年度 
直島町みどり推進事業 



情報 
BOX
情報 
BOX
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西部公民館  30日（水）１１：２０～１２：００ 

東部公民館  ３0日（水）１２：５０～１３：５０ 

６月の移動図書館日程 

高松市中央図書館移動図書館 

子ども手当を受給している皆さんへ 

お問い合わせ 

役場住民福祉課 1

お問い合わせ 

役場総務課 1

お問い合わせ 

高松西社会保険事務所 1
役 場 住 民 福 祉 課 1

　現況届は、６月１日における子どもの養育状況等を
記載し、年金の加入状況などを確認する大切なものです。
６月以降も引き続き受給するために必ず提出してくだ
さい。 
現況届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。 
 
 現況届に必要な提出書類 
１．健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書 
　６月１日時点で厚生年金または共済年金に加入してい
る場合は、健康保険被保険者証の写しを提出するか、年金
加入証明書を勤務先に提出し証明をもらってください。 
２．別居監護申立書と住民票 
　児童と別居している場合は、別居監護申立書にその
理由等を記入し、児童の属する世帯全員の住民票を１
通添付して提出してください。 

※その他、必要に応じて提出する書類があります。 
※平成２２年４月以降に新規の認定請求を出された方
は現況届の提出は不要です。 

～現況届を提出してください～ 

新しい教科書の展示会!

本年度は、来春から小学校で使用する教科書の採択が
行われる年になっています。 
　香川県教育委員会では、できるだけ多くの方々に、平
成２３年度から全国で使用される小学校の教科書を見
ていただくため、教科書展示会を開催します。　 
直島町から最寄りの会場は次のとおりです。 

　［期間］６月１８日（金）～７月２日（金） 
 

～教育委員会からのお知らせ～ 
町営バス時刻表の変更について 
　町営バス（すなおくん）は、より効率的に２台のバス
が運行できるように６月１５日（火）より運行時刻の変
更を行います。また、それに合わせて、現在の路線外の
地域を中心に小型バスによる運行も開始いたします。
小型バスは一部フリー乗降区間を設けていますので、
その区間につきましては安全な場所でお待ちいただき、
手を挙げてバスを停めてください。 
　詳細については、別添の「直島町営バス路線図・時刻表」
にて確認していただき、お間違えにならないようご注
意ください。「直島町営バス路線図・時刻表」は、役場総
務課にも予備を置いてありますのでご利用ください。 

国民年金保険料の免除制度 

　国民年金には経済的理由や天災などにより保険料
を納めることができない場合、申請して承認されると
保険料が免除される制度があります。全額免除、四分
の三免除、半額免除、四分の一免除の四段階の免除制
度があり、所得等に応じた免除制度が利用でき保険料
が納めやすくなります。 

 申請免除 
【対象者】本人、配偶者、世帯主のすべてが、所得額一定
　　　　以下の場合 
【保険料】四段階の免除すべてがあります 

 若年者納付猶予制度 
【対象者】学生でない３０歳未満の方で、所得額一定以
　　　　下の場合（所得の高い世帯主と同居している
　　　　ため申請免除が認められなかった方） 
【保険料】全額を猶予 
■承認期間■７月から翌年６月まで（１月から６月まで 
　　　　　　に申請した場合はその年の６月まで） 
■申請方法■役場住民福祉課国民年金担当窓口へ 
 承認を受けた期間は 
●年金を受けるための資格期間に含まれます 
●障害・遺族基礎年金を請求するときは納付済期間と
して扱います 
●１０年以内であれば、後から納めることができます 

現況届の提出期限 平成２２年６月２１日 

展示会場 

中央教科書センター　香川県教科書センター内 
　高松市西宝町2－4－18　1 833-4235

9：00～16：30
土・日曜 
休　　日 

月　　曜 9：00～17：00
高松教科書センター　高松市教育研究所内 
　高松市松島町1－15－1　1 833-2850

休　館 展示時間 

2010.6
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知ってください！糖尿病のこと⑳ 

　今回で、糖尿病紹介シリーズも２０回目を迎えましたが、糖尿病について少し興味と理解が持
てましたでしょうか。今回は、糖尿病事業で働き盛り世代を対象に実施したアンケート内容をご紹
介したいと思います。どれが正しいか分かりますか？ 

このように、糖尿病はいろいろな病気の原因となることがあります。 

正しい知識を持って、糖尿病を予防しましょう。 

　１０代から３０代のあなた！「まだ若いから糖尿病は自分には関係ない」と思っていませんか？最近、１０代か
ら３０代の世代で「ペットボトル症候群（俗称）」といわれる現代病が増加しています！！ 

お問い合わせ先 

役場住民福祉課  1892-3400

　自動販売機の普及により、どこででも清涼飲料水が手に入ります。冷えた清涼飲料水は口当たりがよく、つい
つい飲みすぎてしまいます。これは、砂糖の大量摂取につながりますので、これから暑くなる季節は、特に注意
が必要です！！次回は、このことについて、もう少し詳しくお知らせしたいと思います。 
 

□ 正しい食生活と運動習慣は、糖尿病予防効果がある 

□ 血のつながった家族に糖尿病の人がいると、自分も糖尿病になりやすい 

□ 糖尿病になっても、自覚症状がないことが多い 

□ 太っていると、糖尿病になりやすい 

□ 糖尿病の人には、血圧の高い人が多い 

□ 糖尿病の人には、血液中のコレステロールや中性脂肪が高い人が多い 

□ 軽い糖尿病の人でも、狭心症や心筋梗塞などの心臓病になりやすい 

□ 軽い糖尿病の人でも、脳卒中になりやすい 

□ 糖尿病は腎臓障害の原因となる 

□ 糖尿病は成人における失明の原因になる 

□ 糖尿病の人は、傷が治りにくい 

□ 糖尿病にかかる年齢は若年化しつつある 

□ 糖尿病にかかると一生コントロールが必要である 

□ 糖尿病、又はその予備軍は6.3人にひとりである 

●
●

●

正解：実は、全部正解なんです！ 

暑くなる季節！「ペットボトル症候群」に注意！！ 暑くなる季節！「ペットボトル症候群」に注意！！ 

糖分の多い清涼飲
料水を大量に飲む 

血糖値が高くなり 
ノドが渇く 

ノドが渇くのでさらに
清涼飲料水を飲む 

この悪循環により 
血糖値が上がる 
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女性の権利110番 

お
く
や
み

さあ！夏の検診が始まります！ さあ！夏の検診が始まります！ 
下記の日程で夏の検診を行ないます。該当する検診は必ず受診するようにしましょう。 

　今年度の「特定健診」は、下記のとおり実施しますので、お送りしている受診券、質問票と保険証、健診料をご持参
のうえ、受診してください。 

　今年度の目標受診率は５５パーセントです。 
　「特定健診」を毎年受診すれば、異常が出る前の段階で変化に気づくことができますし、異常が見つかった場合で
も特定保健指導で病気になる前に改善することができます。皆さんの健康のためにも年１回の健診を必ず受けまし
ょう。また、皆さんに少しでも受診していただけるように、集団健診最終日の２２日は夜間健診も行いますので、昼間
受診できない方はぜひご利用ください。 
　なお、定期的に主治医で健診を受けている方、今年度、人間ドック・済生丸検診等を受けた方は、特定健診の内容を
みたす検査内容であれば、特定健診を受けたものとみなすことができます。その際は、検査結果を役場までお知ら
せください。(平成２３年３月３１日まででかまいません)役場でコピーを取らせていただきます。(質問票と６５歳以
上の方につきましては、生活機能評価票も記入していただき、提出してください)

「特定健診」の実施のお知らせ 「特定健診」の実施のお知らせ 
国民健康保険に 
加入者の皆さんへ 

健　診　場　所 実施日(曜日) 受　付　時　間 

6月20日(日)

6月21日(月)

6月22日(火)

人材育成センター 
東部公民館 
西部公民館 
西部公民館 
福祉センター分館(横防) 
東部公民館 
東部公民館 
人材育成センター 
西部公民館 

午前9時30分～11時 
午後0時30分～2時 
午後3時～4時30分 
午前9時30分～11時 
午後0時30分～2時 
午後3時～4時30分 
午後１時30分～2時30分 
午後3時30分～4時30分 
午後5時30分～7時30分 

集
団
健
診 

個
別
健
診 

町立(ふれあい)診療所 

受診日 

受付時間 

平成22年7月1日(木)～8月31日(火) 
※土・日・祭日を除き毎日 
　(月・水の受診が望ましい) 
午前9時～11時30分 
午後2時30分～4時 

今年度の視触診検診は、女性医師により行います。　当初の予定では、９月１２日（日）は視触診のみとなっていましたが、マンモグラフィ検診も 
実施できることとなりましたので今回受診できない方は９月に受診して下さい。（９月は健康福祉まつりとの同時開催となります。） 

受診票裏面も記入しておいて下さい。（受付のスピード化にご協力下さい。）検診に該当する方で、受診票の来ていない方も健康手帳を持ってお越し下さい。 

検 診 場 所 実施日(曜日) 受 付 時 間 

７月３日 
(土)

マンモグラフィ 

子宮頚部がん 

視触診検診 
マンモグラフィ 

７月４日 
(日)

１０：００～１２：３０ 

１４：００～１６：００ 

  ９：３０～１０：００ 

１０：３０～１１：００ 

１０：００～１２：３０ 

１４：００～１６：００ 

 

乳腺･甲状腺検診、子宮頚部がん検診 
子宮がん　 

乳腺・甲状腺検診 

人材育成センター 

町 役 場 前  

人材育成センター 

西 部 公 民 館  

西 部 公 民 館  

福祉センター分館 

　ご不明な点がありましたらお気軽に下記までご連絡下さい。 

国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課国民健康保険係（1892-2223）まで 

■「健康ウォーキング　ウォーキング de ダイエット」開催日 
時　間 実　施　日 場　所 

午後6時30分～8時 
（受付午後5時30分～） 

6月18日(金) 

7月 9 日(金)
西部公民館 

満２０歳以上の婦人が対象です。 
健康手帳を持ってお越しください。 
料金：１，０００円（満７０歳以上の方は５００円） 
春の検診で受診できなかった方は、是非受診して下さい。 
 
 
満３０歳以上の婦人が対象となります。 
受診票裏面の必要事項をご記入の上、健康手帳を持ってお越し下さい。 
　★ 医師による視触診　３００円（７０歳以上の方は２００円） 
　★ マンモグラフィ検診　１，０００円（７０歳以上の方は５００円） 
　★ ３０歳・４０歳台の方のマンモグラフィ検診は１，５００円（乳がん好発年齢であり、２方向撮影になるため） 
今年度のマンモグラフィ検診は元号で奇数年生まれの方が対象です。 
対象年齢の方でマンモグラフィ検診を希望される方は、６月２５日（金）までに役場住民福祉課（1892-3400）へ申し込んで下さい。 
　★ 春にマンモグラフィを受診した方で、視触診検診を希望される方も受診できますのでお越し下さい。 
　★ 春の検診で受診できなかった方は、是非受診して下さい。 

2010.6
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　５月７日（金）に香川県庁において、
多年にわたる消防功労に対し、平成
２２年春の叙勲瑞宝単光章を受章さ
れました。 

地
　
区
　   

氏
　
　
名
　
　   
年 
齢

宮
ノ
浦
　
三
田
　
ツ
ル
子
　
94
 

お
く
や
み

お
く
や
み
（
敬
称
略
） 

　
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す 

 

日　　時　平成２２年６月２３日（水）午前１０時～午後４時 
電話番号　822-3693 
電話相談　（予約不要）及び面接相談（予約制）を実施 
　　　　　（場所：香川県弁護士会館　高松市丸の内２-２２） 
費　　用　無料 
主　　催　香川県弁護士会/日本弁護士連合会 

き
ざ 

奥
田
俊
彦
氏 

　５月２６日（水）に香川県庁において、
多年にわたる観光事業の振興に寄
与した功績を称えられ、平成２２年度
香川県観光事業功労者表彰を受賞
されました。 

春の叙勲 
瑞宝単光章 受章 
 小
林
清
治
氏 

　直島町では、豊かな海の復元をめざして、５月にヒ
ラメ２０,０００匹を放流しました。 また、秋にはキジハタ 
(アコウ)の放流を予定しております。 
　水辺環境の保全と創出を目的とした稚魚放流事業は、
今後も実施を予定しています。 

日本脳炎予防接種が始まります。 

平成２２年度 
香川県観光事業功労者表彰 

おめでとうございます 

お問い合わせ 

役場住民福祉課　予防接種担当　1892-3400 
 

　平成１７年度から中断しておりました、日本脳炎
予防接種を開始します。 
　新しいワクチンの開発がなされたことと、ワクチ
ンの製造販売が始まったことにより、予防接種の積
極的な勧奨を行うこと、と通知が出されたためです。 
　しかし「現時点においては十分なワクチンの量が
確保されているとはいえない状況にあると考えら
れる」ことから、第１期の初回接種のみの開始とな
ります。（対象年齢：平成１８年４月２日～平成１９
年４月１日生） 
　平成１７年以降、接種機会を
逃したお子さんにつきましても、
今後のワクチン流通状況を踏
まえて接種機会の確保に努め
ますので、ご了承ください。 
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【応募方法】 
　はがきに答えの記号（例①－Ａ）、住所（地区）、氏名、年齢、広報
についてご意見、要望などを書き添えて応募してください。 
　全問正解者の中から、抽選で5名の方に町指定のゴミ袋をプレゼ
ントします。応募は一世帯一通に限ります。 
　締切り／6月18日（金）（当日消印有効） 
　宛　先／〒761－3110 直島町1122－１ 直島町役場総務課 

「広報クイズ」係 

　※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。 
　※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、賞品発送のみに使用し、 
　　第三者に開示・提供・共有したりすることはありません。 

5月号の答え①A・②B・③C　応募総数12通 

●●●答えは、今月号の広報紙の中にあります●●● 

チャレンジ！ 広報ク広報クイズ チャレンジ！ 広報クイズ 
皆さんの応募をお待ちしています。 

世帯数 
人　口 
　男 
　女 

1,516 
3,308 
1,629 
1,679

（＋  3） 
（＋  4） 
（＋  1） 
（＋  3） 

◆わが家のスター◆ 
　お子さんの写真と両親からのメッセージを添えてください。 

◆俳句・川柳コーナー◆ 
　テーマは自由です。どうぞご自分の作品をお気軽に発表してみてください。 

◆ミニギャラリー◆ 
　得意な「絵」を描いて送ってみませんか？「絵」ならなんでも結構です。 

応募方法 
　官製はがき、または封筒に住所（地区）・氏名・年齢・電話番号をお
　書き添えのうえ、次の宛先に6月18日（金）（当日消印有効）まで　
　にご応募ください。 

宛 　 先 
　〒761－3110　直島町1122－1 
　　直島町役場総務課　「広報なおしま○○○コーナー」 

■発行／平成22年6月10日　■編集／直島町役場総務課 
■印刷／山陽印刷（株）　　　　　　0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１ 

 

※みなさんチャレンジ！広報クイズにどしどし応募ください。 

この広報紙は自然保護のため 
再生紙を使用しています。 古紙配合率100%再生紙を 

使用しています 

①地中美術館と李禹煥美術館のパスポート貸出時間は？ 
　 Ａ．１時間以内　　　Ｂ．２時間以内　　　Ｃ．３時間以内 

②平成２２年度みどり推進事業で補植した木の本数は？ 
　 Ａ．１，２００本　　　　 B．１，６００本　 　　　Ｃ．２，０００本   　 

③現況届け（子ども手当）の提出期限は？　 
　 Ａ．６月１６日　　　　 Ｂ．６月２１日　　　　 Ｃ．６月２６日 

横 防　岡崎　貢さんの作品「積浦家号シリーズ ひちべどん」 本 村　山口愛子さんの作品「ばら」 

鳴
　 

東
光
ち
ゃ
ん（
１
歳
） 

と
う 

な
る 

せ 

こ
う 

※診察時間は、内科・外科は午前９時から午後５時まで、 
　歯科は午前９時から正午まで。 
※休日当番医は都合により変更することがあります。 

日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科 

4

11

おおが内科眼科 
（羽根崎町）81－1696

中村医院 
（長尾）71－2217

6月 

7月 

13

20

玉野市民病院 
（宇野）31－2101

あさの歯科医院 
（玉原）31－7722

27

油原医院 
（和田）81－8235

宇野八丁目クリニック 
（宇野）33－8080

石田歯科医院 
（宇野）32－2882

赤司歯科医院 
（宇野）32－1289

こやま医院 
（八浜町見石）51－3333

近藤医院 
（東田井地）41－1061

井上（浩）歯科医院 
（迫間）71－4818

たなべ内科 
（八浜）51－3600

みやもと整形外科医院 
（東紅陽台）71－3030

玉野三井病院 
（玉）31－4187

井上（泰）歯科医院 
（八浜町八浜）51－3360

※診療担当医は都合により変更することがあります。     
※診療時間　午前9時～12時・午後2時30分～4時30分     
※救急患者の場合は診療時間外でも診療いたしますのでふれあい診療所に電話してください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあい診療所（1892－2266） 

月曜日 

6／7 
高橋・山本 
14 

高橋・山本 
21 

高橋・山本 
28 

高橋・山本 
5 

高橋・山本 
12 

高橋・山本 
19 
休診日 

8 
山本 
15 
山本 
22 
山本 
29 
山本 
6 
山本 
13 
山本 
20 

高橋・山本 

9 
高橋・山本 
16 

高橋・山本 
23 

高橋・山本 
30 

高橋・山本 
7 

高橋・山本 
14 

高橋・山本 
21 

高橋・山本 

10 
高橋 
17 
高橋 
24 
高橋 
7／1 
高橋 
8 
高橋 
15 
高橋 
22 
高橋 

11 
高橋 
18 
山本 
25 
高橋 
2 
山本 
9 
高橋 
16 
高橋 
23 
山本 
 

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

2010.6
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